
      重要な会計方針 

 

１  有価証券の評価基準及び評価方法 

    満期保有目的の債券は償却原価法によっている。 

     子会社株式及び関連会社株式は移動平均法による原価法によっている。 

   その他有価証券のうち時価のあるものは，決算日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部資本直入法 

により処理し,売却原価は移動平均法により算定），時価のないものは移動平均法による原価法によっている。 

     

２  たな卸資産の評価基準及び評価方法 

      貯蔵品のうち燃料，一般貯蔵品及び商品は総平均法による原価法，特殊品は個別法による原価法によってい 

 る。 

   

３  固定資産の減価償却の方法 

  有形固定資産は定率法，無形固定資産は定額法によっている。 

  耐用年数はおおむね法人税法の定めによっている。 

（会計処理の方法の変更） 

当期から，非償却資産としていた送電線路等に係る地役権について，定額法により減価償却を実施してい 

る。これは，託送供給等に係る会計整理を明確化するための電気事業法改正に伴い，託送原価をより適切に 

算定するためのものである。償却に係る耐用年数は，送電線路等の耐用年数に準じた想定使用年数としてい 

る。なお，既存の地役権については，想定使用年数をもとに算定した平均残存年数としている。 

この結果，従来の方法によった場合と比べて，減価償却費は 6,155百万円増加し，当期経常利益及び税引 

前当期純利益はそれぞれ同額減少している。 

 

４  引当金の計上基準 

 (1)退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため，当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上してい 

る。 

 

 (2)使用済燃料再処理等引当金 

使用済燃料の再処理等の実施に要する費用に充てるため，再処理等を行う具体的な計画を有する使用済燃 

料の再処理等の実施に要する費用の見積額（日本原燃株式会社で再処理等を行うものについては再処理等の 

実施に要する費用の見積額を1.9％で割引いた額，それ以外のものについては当期末における要支払額)のう 

ち，当期末において発生していると認められる額を計上する方法によっている。 

なお，当期の引当金計上基準変更に伴い生じる差異のうち，電気事業会計規則附則(平成17年経済産業省令 

第92号)第２条に定める金額(130,495百万円)については，平成17年度から15年間にわたり毎期均等額を営業 

費用として計上することとしている。当期末における未認識の引当金計上基準変更時差異は 121,796百万円 

である。 

 また，電気事業会計規則取扱要領第79 による当期末における見積差異については，同要領に基づき翌期か 

ら再処理等を行う具体的な計画を有する使用済燃料の発生期間にわたり営業費用として計上することとして 

いる。当期末における未認識の見積差異は 13,926 百万円である。 

     ただし，当期に発生した使用済燃料 106トンのうち，再処理等を行う具体的な計画を有しない使用済燃料 

53トン(累計 53トン)については，再処理等の実施に要する費用の合理的な見積りができないことから，引当 

てを行っていない。 

    (会計処理の方法の変更) 

 使用済核燃料再処理引当金については，従来，使用済核燃料再処理費の期末要支払額の60％を使用済核燃 

料再処理引当金として計上してきたが，使用済核燃料再処理引当金に関する省令の廃止及び電気事業会計規 

則の改正に伴い，当期から，再処理等を行う具体的な計画を有する使用済燃料の再処理等の実施に要する費 

用の見積額のうち，当期末において発生していると認められる額を使用済燃料再処理等引当金に計上する方 

法に変更している。 

この結果，従来の方法によった場合と比べて，使用済燃料再処理等費は 2,546百万円増加し，当期経常利 

益及び税引前当期純利益はそれぞれ同額減少している。 

 

 (3)原子力発電施設解体引当金 

原子力発電施設の解体に要する費用に充てるため，原子力発電施設解体費の総見積額を基準とする額を原 

子力の発電実績に応じて計上している。 

 

 (4)関係会社支援損失引当金 

西日本環境エネルギー㈱の分散型電源事業の整理縮小に伴う支援に係る損失に備えるため，当該損失見込 

額を計上している。 
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５  その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

    消費税等の会計処理 

    消費税及び地方消費税の会計処理は，税抜方式によっている。 

 

表示方法の変更 

 

  損益計算書 

  電気事業会計規則の改正により，前期まで「託送収益」に含めて表示していた振替供給によって得た収益を，  

 当期から「事業者間精算収益」として表示している。 

なお，前期の「託送収益」に含めていた振替供給によって得た収益の金額は，3,795百万円である。 

 

 追 加 情 報 

  

１ 貸借対照表 

電気事業会計規則の改正により，当期から ｢原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積 

立て及び管理に関する法律(平成17年法律第48号)｣に基づく積立金の額を｢使用済燃料再処理等積立金｣として 

資産の部に表示している。 

  

２ 損益計算書 

  平成17年４月１日から附帯事業である「蓄熱事業」の受託対象を一般電気空調システムまで拡大し，事業名 

称を「空調事業」へ変更している。これにより，当期から「蓄熱事業営業費用」及び「蓄熱事業営業収益」を， 

それぞれ「空調事業営業費用」及び「空調事業営業収益」に名称変更している。 

 

 

注 記 事 項 

  （貸借対照表関係） 

１  有形固定資産の減価償却累計額  5,320,084百万円  

 

２  偶発債務 

      保証債務  192,877百万円 

      保証予約債務  344百万円 

      社債の債務履行引受契約に係る偶発債務  189,266百万円 

 

３ 損益計算書に記載されている附帯事業に係る固定資産の金額 

   空調事業         専用固定資産           11,875百万円 

                他事業との共用固定資産の配賦額     8百万円 

                合計額              11,884百万円 

   光ファイバ心線貸し事業  専用固定資産           20,276百万円 

                他事業との共用固定資産の配賦額   1,302百万円 

                合計額              21,579百万円 

   ガス供給事業       他事業との共用固定資産の配賦額     -百万円 
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